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控 訴 状 

 

２０１３（平成２５）年１２月６日 

 

大阪高等裁判所 御中 

 

         控 訴 人   戸 田 久 和（ひさよし）  （印） 

 

〒５７１－００４８     

大阪府門真市新橋町１２－１８－２０７  

控 訴 人    （原 告）      戸  田  久  和 

電 話  ０６－６９０７－７７２７ 

ＦＡＸ   ０６－６９０７－７７３０ 

 

〒６０５－０９７２     

京都市東山区今熊野剣宮町４－７ 

被控訴人（被 告）     宮  井  将 

 

 

      請求控訴事件 

訴訟物の価格  金 ５０万円 

貼用印紙額    金  ７５００円
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 上記当事者間の大阪地方裁判所平成２５年（ワ）第７９６３号損害賠償請求事

件について、同裁判所が２０１３（平成２５）年１１月２９日言い渡した判決（同

日正本送達）は一部不服であるので、下のとおり控訴を提起する。 

 

原 判 決 の 表 示           

主    文 

１  被告は原告に対し、金６万５３００円及びこれに対する平成２２年４月７日

から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は、これを１０分し、その９を原告の負担として、その余は被告の

負担とする。 

３ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

事実及び理由 

  省 略 

 

控 訴 の 趣 旨           

１ 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。 

２ 被控訴人は控訴人に対し、５６万５３００万円及びこれに対する２０１０（平

成２２）年４月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 訴訟費用は１，２審を通じて、被控訴人の負担とする。 

との判決並びに仮執行宣言を求める。 

 

控 訴 の 理 由           

 追って控訴理由書を提出する。 

 


